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行政課題等 地域課題等

公共施設の老朽化

（公共施設マネジメント）

公共サービスのあり方

（行政・市民サービス）

自然災害

（災害対策）

人口

（人口減少・少子高齢化）

厳しい財政状況・社会やニーズの変化への対応 安心して暮らせるまちづくり

津久井総合事務所周辺の公共施設の再編・再整備による

持続可能なまちづくりに向けた地域拠点の創出

～限られた財源の中においても地域・民間・行政の創意工夫による魅力ある施設づくりを～

Ⅰ．はじめに                          

１ 背景と目的                                 

津久井総合事務所は、旧津久井町役場として昭和３９年に建設され、令和６年には

築６０年となるなど、老朽化による建替えの検討時期を迎えています。 

また、周辺には多くの公共施設が集積し、それぞれに課題を抱えている状況である

とともに、地区としても、人口減少や自然災害など、様々な地域課題を抱えています。 

本事業は、津久井総合事務所周辺の公共施設を含めた公共施設の再編・再整備を行

うことを通じ、津久井地区における地域拠点を創出し、持続可能なまちづくりの実現

を目指すものです。 
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２ 基本構想の位置付け                             

「津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想(以下「基本構想」という。)」

は、令和４年８月に策定した「津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本方針(以下

「基本方針」という。)」に基づき、津久井総合事務所を中心とした新たな公共施設

の具体的な設置場所や導入機能等を定めるものです。 

策定に当たっては、「相模原市公共施設マネジメント推進プラン（以下「推進プラ

ン」という。）」や「相模原市一般公共建築物長寿命化計画」等の公共施設に関する

計画のほか、「相模原市行財政構造改革プラン（以下「改革プラン」という。）」や

「相模原市立地適正化計画」等の上位・関連計画の考え方を踏まえました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検討体制                                  

基本構想の策定に向け、学識経験者、関係団体からの推薦者及び公募市民で構成す

る「津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想策定に係る市民検討会（以下「市

民検討会」という。）」を設置し、様々な方の御意見を伺いながら検討しました。 

市民検討会は、行政のみの検討では気付けないような様々なアイデアや意見を出し

てもらうため、大学生や市の職員がサポートしながら主にワークショップ形式で行い

ました。 

市においては、庁内検討組織である「津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構

想策定に係る連絡調整会議」において技術的な検証を行い、市民検討会でいただいた

意見やアイデアに込められた視点や思いを大切にしながら、基本構想としてまとめま

した。 

 

 

 

 

＜上位計画、関連計画との位置付け＞ 

相模原市公共施設
マネジメント推進プラン

相模原市立地
適正化計画

相模原市行財政
構造改革プラン

相模原市
公共建築物

長寿命化基本方針

津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本方針

津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想

相模原市公共施設

マネジメント推進プラン・
アクションプログラム

相模原市
一般公共建築物
長寿命化計画
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【市民検討会イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民検討会と庁内検討組織の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ SDGｓとの関係                                

平成２７年に国連サミットにて、持続可能な開発目標（SDGｓ）が採択されるなど、

経済成長、社会的包摂、環境保護の３つの核となる要素の調和の下で持続可能な開発

を達成する社会を構築する必要性が高まっています。 

本事業においては、市民や民間との協働・連携により、持続可能で安心なまちづくり

を実現することで、開発目標への貢献を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民検討会

基 本 方 針（Ｒ４．８策定）

基 本 構 想（Ｒ５．９策定）

庁内検討組織

技術的な事項を
中心に検討

サポート

大学生・市職員

有識
者

公募
市民

地域
団体
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Ⅱ．現状と課題                         

１ 津久井地区の概要                              

（１）津久井地区の特性 

津久井地区は相模原市の西方に位置し、旧津久井町をまちづくり区域としており、

面積は１２２．０４平方キロメートルであり２２地区あるまちづくり区域の中で、

最も広い面積を有しています。 

神奈川県の水源地としての津久井湖及び宮ヶ瀬湖、また、道志川やそれらを支え

る広大な水源林などの豊かな自然を有する自然環境に恵まれた地区であると同時に、

こうした地形上、山林や斜面地を背負う住宅地等において、土砂災害警戒区域等に

指定されている箇所が多く見られます。 

生活拠点としては、国道４１３号、国道４１２号などの沿道を中心に、古くから商

業の中心で住宅地の広がる中野・三井、圏央道相模原インターチェンジに近い串川、

三ケ木バスターミナルなど交通の要所である津久井中央、宮ヶ瀬湖など観光地があ

る鳥屋、道志川沿いにあり豊かな農地が広がる青野原、山梨県に接し豊かな自然と

温泉やキャンプ場などの立地が特徴の青根などの単位で集落が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜津久井地区全体図＞ 

津久井地区

藤野地区

相模湖地区

城山地区

青根出張所

青野原出張所

鳥屋出張所

串川出張所

津久井
総合事務所

津久井
中央連絡所

津久井地区

藤野地区

相模湖地区

城山地区

青根出張所

青野原出張所

鳥屋出張所

串川出張所

津久井
総合事務所

津久井
中央連絡所

上野原市  
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（２）人口 

津久井地区の人口は、２０２０年（令和２年）時点では２４，００２人ですが、

４０年後の２０６０年（令和４２年）には、約５９％減少の９，９５６人になると

予測されています。 

人口区分別にみると、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口の全ての区分で減少

し、特に年少人口は今後一貫して減少するなど少子化が進行しています。高齢化率

は、既に４０％を超えており、２０３６年には５０％を超える見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共施設 

ア 施設の配置状況 

津久井地区は、中野に旧津久井町役場である津久井総合事務所、県の合同庁舎

や警察署など、広域的な公共施設が設置されているほか、集落単位で身近な生活

に必要な出張所や学校などが設置されています。 

また、鳥居原ふれあいの館
いえ

、青根緑の休暇村いやしの湯、尾崎咢堂記念館など

の観光施設や歴史・文化施設が点在しています。 
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２４,００２人

１７,２１１人
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2020と比べて

約２８％
減少見込み

2020と比べて

約５９％
減少見込み

＜年齢３区分別人口及び高齢化率の推移（2020 年～2070 年）＞ 

出典：2020 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計 
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イ 老朽化の状況 

市が保有する津久井地区内の公共施設の７２％が築３０年以上であり、老朽化

が進行しています。 

特に、津久井総合事務所は、学校と市営住宅を除き、市体育館に次ぐ市内で２

番目に古い施設であり、早急な対策が必要であるとともに、周辺には津久井中央

公民館・津久井老人福祉センターや津久井保健センターなど、築３０～４０年が

経過し、老朽化による改修時期を迎えている施設があります。 

また、公共施設に求められるサービスや機能は時代とともに変化しており、施

設の改修・更新をはじめ、様々な機会を捉えて見直していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜津久井地区築年別保有状況と施設別保有状況＞ 

出典：津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本方針 
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２ 津久井総合事務所周辺の土地利用・公共施設の状況               

（１）土地利用 

 ア 土地利用の状況 

   津久井総合事務所周辺の土地利用状況は、津久井総合事務所が立地する場所と 

南方の県道６５号（厚木愛川津久井）にかけては近隣商業地域に設定されていま

す。 

また、県道６５号（厚木愛川津久井）より南側は第一種低層住居専用地域に指定 

されており、国道４１３号沿いは第一種住居地域と第二種住居地域に指定されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一種低層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

第一種中高層住居専用地域

近隣商業地域

津久井総合事務所
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 イ 公共交通の状況 

国道４１３号沿いにバス停留所「津久井合同庁舎前」があり、橋本駅北口行き

と三ケ木行きで一日１１本が停留しています。 

一方で県道６５号（厚木愛川津久井）沿いにはバス停留所「津久井警察署前」、

「奈良井」があり、多数停留しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名 バス停 系統 行先 運行本数

津久井合同庁舎前 橋09
橋本駅北口、
三ケ木

橋本駅北口行き、1系統、
11本、三ケ木行き、1系
統、11本

津久井警察署前

相模原西メディカルセンター
急病診療所

奈良井

津久井総合事務所
津久井保健センター
津久井中央公民館
津久井老人福祉センター 橋本駅南口行き、2系統、

7本、橋本駅北口行き、1
系統、70本、三ケ木行き、
1系統、75本

橋本駅南口、
橋本駅北口、
三ケ木

橋01
橋02

相模原西メディカルセンター
急病診療所

津久井総合事務所

バス停
（津久井警察署前）

バス停
（津久井合同庁舎前）

津久井中央公民館

津久井老人福祉センター

津久井保健センター

橋本

三ケ木
津久井湖

津久井堂所山

バス停
（奈良井）
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 ウ 津久井総合事務所周辺のハザードマップ 

津久井総合事務所、津久井保健センター、津久井中央公民館・津久井老人福祉

センターは現在土砂災害警戒区域に指定されています。特に、国道４１３号より

南側は、広い範囲で土砂災害警戒区域に指定されています。 

また、津久井湖周辺は土砂災害特別警戒区域に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津久井総合事務所
津久井中央公民館・

津久井老人福祉センター

津久井保健センター

相模原西メディカルセンター
急病診療所

津久井湖

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

凡例
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（２）公共施設の配置状況・建物の状況 

 ア 施設の配置状況 

津久井総合事務所を中心に、半径約５００ｍの範囲に、津久井保健センター、

津久井中央公民館・津久井老人福祉センター、中野小学校、中野中学校、津久井

地域包括支援センター、津久井障害者地域活動支援センター等の公共施設が立地

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

築４２年

築４２年

中野中学校 

建築年度：S45-S63 

延床面積：7,937 ㎡ 

津久井地域包括支援センター 

延床面積：136 ㎡ 

※民間建物を賃借 

相模原西メディカルセンター 

急病診療所 

建築年度：S55 

延床面積：544 ㎡ 

：改革プランにおける本事業の検討対象候補施設 

津久井中央公民館・ 

津久井老人福祉センター 

建築年度：S55 

延床面積：2,557 ㎡ 

中野小学校 

建築年度：S47-H23 

延床面積：6,813 ㎡ 

津久井総合事務所 

建築年度：S39-H18 

延床面積：2,434 ㎡ 

津久井障害者地域活動 

支援センター 

建築年度：H5 

延床面積：230 ㎡ 

津久井保健センター 

建築年度：S62 

延床面積：941 ㎡ 

※築年数は令和５年４月１日時点 

築５８年

築５０年

築５２年

築２９年 築３５年
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 イ 建物等の状況 

＜建物の状況＞ 

令和５年４月１日時点で津久井総合事務所は本館が建設から５８年経過し、建

替えが必要な時期が来ており、また、隣接している津久井保健センターが建設から

３５年、津久井中央公民館・津久井老人福祉センターが建設から４２年経過し、共

に長寿命化改修が必要な時期に来ています。 

このほか、津久井総合事務所周辺には、相模原西メディカルセンター急病診療

所、中野小学校、中野中学校など、建設から４０年以上経過している公共施設や、

民間の建物を賃借している津久井地域包括支援センターなどがあります。 

施設・建物 

建設

年度 

(※) 

築 

年数 

主要

構造 
階数 

延床 

面積 

（㎡） 

災害時 

機能 
耐震化 備考 

津
久
井
総
合
事
務
所 

本館 
S39 

(2 期) 
58 年 

RC

造 
3 階 1,768.4 

現地対策班

（津久井ま

ちづくりセ

ンター） 

対策済 

・休日窓口あり 

・エレベーター棟含む 

・法務局サービスセンター、市社会福

祉協議会津久井地域事務所 

別館 S57 40 年 S 造 2 階 565.5 ― 新耐震  

別棟 S63 34 年 S 造 2 階 103.7 ― 新耐震 職員組合 

津久井保健

センター 
S62 35 年 

RC

造 
2 階 940.7 ― 新耐震 津久井食品衛生協会事務室 

津久井中央公

民館・津久井

老人福祉セン

ター 

S55 

(3 期) 
42 年 

SRC

造 
3 階 2,557.5 

風水害時避

難場所 
対策済 

公民館（1 階・3 階）：2,197.9 ㎡ 

老人福祉センター（2 階）：359.6 ㎡ 

相模原西メ

ディカルセ

ンター急病

診療所 

S55 

(3 期) 
42 年 

RC

造 
2 階 544.4 救護所 新耐震 歯科医師会、農業協同組合 

津久井地域

包括支援セ

ンター 

― ― ― 1 階 136.4 ― ― 
・事業を民間に委託 

・民間建物を賃借 

中野小学校 
S47 

(2 期) 
50 年 

RC

造 
3 階 7,068.0 

風水害時避

難場所、指

定避難所 

対策済 

中央校舎、東校舎、西校舎、屋内運動

場 

※老朽化改修工事実施済（H23-25、

H29） 

中野中学校 
S45 

(2 期) 
52 年 

RC

造 
4 階 7,784.0 

風水害時避

難場所、指

定避難所 

不要 中央校舎、東校舎、西校舎 

中野保育園 
S51 

(3 期) 
46 年 

RC

造 
2 階 857.0 ― 対策済  

※建設年度下の括弧内は、推進プランで更新の目安となる時期が到来する期間区分（第 1 期：平成 29 年度

～令和元年度、第 2 期：令和 2 年度～令和 11 年度、第 3 期：令和 12 年度～令和 23 年度） 

※築年数は令和５年４月１日時点 

※学校は、校舎、屋内運動場、プールの情報をまとめて表記している。 

※市営住宅、消防施設、改革プランにおいて見直しの方向性を示している津久井障害者地域活動支援センター、

津久井地域福祉センターは除く。  
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＜駐車場の概要＞ 

各施設には駐車場がありますが、津久井中央公民館におけるイベント開催時に

駐車場が混雑し、自動車を止められない状況がしばしば発生するほか、登下校時に

は、小学校や中学校の送迎用の自動車が駐車場付近に停車しています。 

 

駐車場 
台数（台） 

一般用 障害者用 合計 

津久井総合事務所 

65 4 69 
津久井保健センター 

津久井中央公民館 

津久井老人福祉センター 

相模原西メディカルセンター急病診療所 11 1 12 

津久井地域包括支援センター 15 ― 15 

中野保育園 13 ― 13 

 

（３）公共施設の利用状況 

ア 施設の開所状況等 

各種窓口や相談業務等を行う津久井総合事務所や津久井保健センター、市民活

動に利用される津久井中央公民館、津久井老人福祉センター等の開所（館）時間、

休所（館）日は次のとおりです。 

行政窓口や相談機能のある津久井総合事務所、津久井保健センター、津久井地域

包括支援センターは、開所時間や休所日は同じ一方、市民活動施設である津久井中

央公民館と津久井老人福祉センターは、同じ建物内にあるにもかかわらず、開館時

間が異なるため、利用面・管理面で非効率な状況です。 

また、相模原西メディカルセンター急病診療所は、休日のみの開所のため、施設

が利用されていない時間帯が多くあります。 

 

施設名 開所（館）時間 休所（館）日 

津久井総合事務所 午前 8 時 30 分～午後 5 時 土日祝、年末年始等 

津久井保健センター 午前 8 時 30 分～午後 5 時 土日祝、年末年始等 

津久井中央公民館 午前 9 時～午後 9 時 30 分 第 4 月曜日、年末年始等 

津久井老人福祉センター 午前 9 時～午後 4 時 第 4 月曜日、年末年始等 

相模原西メディカルセンター

急病診療所 

午前 8 時 45 分～正午 

午後 0 時 45 分～午後 4 時 

午後 7 時から午後 10 時 

休日（日曜日、祝日、年末年始）以外 

津久井地域包括支援センター 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 土日祝、年末年始等 
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イ 行政機能 

＜窓口・相談・診療取扱件数＞ 

窓口、相談業務等の取扱件数が多いのは、行政手続きを行っている津久井ま  

ちづくりセンター（年間３４，５７９件）、保健・福祉関連の相談、手続きを行っ

ている津久井高齢・障害者相談課（年間１０，３０８件）及び津久井地域包括支援

センター（年間９，５０５件）です。 

これらの窓口は異なる建物に分散しているため、同時に手続きを行うためには

利用者が建物間を移動する必要があるなど、利用者の不便が生じています。 

相模原西メディカルセンター急病診療所は、休日（日曜日・祝日・年末年始）の

急病診療を行っており、年間４３５人が受診しています。 

 

 

施設

名 
組織・課等 階 主な業務 

年間利用

件数(件) 
備考 

津
久
井
総
合
事
務
所 

津久井まちづくり

センター 

1 階 

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、電

子証明書、自動車臨時運行許可証、

国民年金等の各種届出・申請の受付

と証明の発行、マイナンバーカード

の交付、市税の納付等 

34,579 １日平均：142.9 件 

1 階 市民相談 66 

１日平均：1.1 件（年間日

数：60 日） 

市民相談（毎週月）、法律

相談（第３金）、行政相談

（偶数月第１金）、人権相

談（第２水） 

※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため開催日数

の変更あり。 

3 階 
スポーツ施設・学校体育施設開放事

業の利用等の受付 
1,523 １日平均：6.3 件 

津久井下水道事務

所 
2 階 

城山地区、津久井地区、相模湖地区、

藤野地区の下水道施設の整備や維持

管理、市が設置する高度処理型浄化

槽の整備や維持管理、農業集落排水

事業の整備や維持管理、開発行為な

どに対する下水道の指導、水洗化の

促進・助成等 

3,600 1 日平均：14.9 件 

津久井地域環境課 2 階 

城山地区、津久井地区、相模湖地区、

藤野地区の大気汚染、水質汚濁、悪

臭、土壌汚染、騒音、振動について

の規制・指導、公害苦情相談、土砂

等の埋立て等の規制、緑地の維持管

理、都市公園の維持管理等、岩石・

砂利の採取計画の認可等、自然環境

保全地域の届出等及び県立自然公園

の許可等 

432 1 日平均：1.8 件 

 農政課津久井班 2 階 

農業に係る施策の調査研究及び調

整、農業の振興、農業生産基盤の整

備等 

随時   

（令和 3年度） 
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 森林政策課 2 階 

林業の振興、さがみはら津久井産材

の利用促進、森林の整備、ダム対策

等 

205 1 日平均：0.8 件 

 農業委員会事務局

津久井事務所 
3 階 

農地の権利移転、農地転用、農地の

貸し借り、農地に関する各種諸証明

の発行、農地パトロール、農業者年

金制度の届出や手続き等 

（窓口） 

673 

（電話） 

2,420 

１日平均： 

（窓口）2.8 件 

（電話）10 件 

 緑生活支援課保護

第３班 
3 階 

生活保護法に基づく、生活に困窮し

ている方への援護 
3,877 １日平均：16 件 

 津久井土木事務所 3 階 

津久井地区、相模湖地区、藤野地区

の道路の占用許可や境界査定等、道

路境界証明や道路幅員証明の交付、

道路や街路樹の維持管理等、市道（

都市計画道路及び幹線道路を除く）

や寄附道路の整備、水路の維持管理

等 

約 3,900 １日平均：16.1 件 

津
久
井
保
健
セ
ン
タ
ー 

津久井高齢・障害

者相談課 
1 階 

高齢者・障害者・精神保健に関する

相談、高齢者・障害者に係る福祉サ

ービスの申請、介護保険、介護予防、

認知症対策、障害者手帳の交付、補

装具の申請、障害に係る各種手当の

申請、津久井保健センター・津久井

老人福祉センター・津久井地域福祉

センターの管理運営、さがみ湖リフ

レッシュセンターの指定管理等 

10,308 

１日平均：42.6 件 

（内訳） 

介護保険：3,923 件、後期

高齢：1,584 件、在宅サー

ビス：308 件、保険料等収

納：237 件、高齢者相談：

404 件、障害者相談：

2,732 件、精神保健：

1,120 件 

緑保健センター津

久井担当 
1 階 

成人の健康・栄養に関する相談や教

室、難病に係る申請・相談、被爆者

に係る申請等 

765 

１日平均：3.2 件 

（内訳） 

がん検診：50 件、被爆：

11 件、難病：328 件、栄養

相談：13 件、庁内相談：

295 件、保健指導：30 件、

特定保健指導：38 件 

緑子育て支援セン

ター子育てサービ

ス班（津久井担

当） 

療育相談班（津久

井担当） 

津久井母子保健班 

1 階 

保育所等の利用相談、児童手当等の

申請、ひとり親家庭・女性などの相

談、子どもの発達や障害の相談、母

子健康手帳の交付（妊娠中の相談）、

乳幼児健康診査（集団）、健康・育

児・栄養等に関する相談や教室等 

（窓口）

1,437 件 

（講座

等）146

回、1,253

人 

（窓口）１日平均：5.9 件 

（講座等）月平均：約 12

回、１回あたり平均：8.6

人 

生活衛生課津久井

班 
1 階 

犬の登録、狂犬病予防定期集合注射

の実施、野良猫の不妊去勢手術助成

事業、動物取扱業の登録、理容・美

容・クリーニング所、旅館等の許可・

確認、生活害虫等に関する相談、食

品衛生に関する相談、食品関係営業

施設等の許可・立入検査、食品等の

収去検査、食中毒への対応等 

4,161 １日平均：17.2 件 

津久井老人福祉センター 2 階 健康・生活相談 随時  

相模原西メディカルセンタ

ー急病診療所 
1 階 急病診療 435 人 １日平均：6 人 

津久井地域包括支援センタ

ー 
1 階 

高齢者の保健・福祉・介護について

の相談、在宅福祉サービスや介護保

険の申請代行 

9,505 １日平均：39.3 件 

※備考欄の１日平均件数の令和３年度年間開庁日数は 242 日（津久井老人福祉センター、相模原西メディ

カルセンター急病診療所を除く）  
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＜行政諸室（会議室・相談室等）の利用状況＞ 

津久井総合事務所と津久井保健センターには、窓口・事務室のほかに、市や地域

の各種会議等を行う会議室、相談業務を行う相談室、市の事業を実施する集団指導

室等の諸室があります。津久井保健センターの診察室や相談室等は比較的、利用頻

度が少ない状況です。 

相模原西メディカルセンター急病診療所には、診療行為を行う諸室と会議室等

がありますが、２階にある会議室の利用頻度は非常に少ない状況です。 

 

施設

名 
室名 階 面積 定員 

年間利用 

日数(日) 

年間利用 

回数(回) 
主な利用内容 

津
久
井
総
合
事
務
所 

相談室 1 階 12 ㎡ 4 人 随時 随時 面談、職員休憩等 

応接室 2 階 32 ㎡ 7 人 212 304 会議、打合せ、市民相談 

第 1 会議室 3 階 64 ㎡ 36 人 218 344 会議、打合せ 

第 2 会議室 3 階 64 ㎡ 24 人 164 235 会議、打合せ 

第 3 会議室 2 階 32 ㎡ 14 人 242 440 会議、打合せ 

緑生活支援課相談室 3 階 20 ㎡ 8 人 随時 随時 相談等 

津
久
井
保
健
セ
ン
タ
ー 

機能訓練室 1 階 88 ㎡ 10 人 242 254 療育相談 

診察室 1 2 階 10 ㎡ 2 人 84 90 健診、療育検査 

診察室 2 2 階 10 ㎡ 2 人 ― ― 備品置場 

相談室 1 1 階 12 ㎡ 4 人 116 142 相談業務、打合せ 

相談室 2 2 階 22 ㎡ 4 人 183 192 療育相談 

相談室 3 2 階 13 ㎡ 8 人 135 155 療育相談、打合せ 

集団指導室Ａ 2 階 49 ㎡ 30 人 167 206 検診、会議等 

集団指導室 B 2 階 49 ㎡ 30 人 166 193 検診、会議等 

集団指導室Ｃ 2 階 29 ㎡ 20 人 161 196 検診、会議等 

相
模
原
西
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
急
病
診
療
所 

診察室 1 階 29 ㎡ 5 人 212 435 急病患者の診察、検査 

調剤スペース 1 階 18 ㎡ ― 212 314 

院内調剤、電話受付・会

計（事務員待機場所を兼

ねる） 

レントゲン室 1 階 25 ㎡ ― 212 72 
レントゲン撮影、PPE

（個人用防護具）置き場 

回復室 1 階 22 ㎡ 3 人 212 72 

浣腸など医療行為、経過

観察が必要な患者の待機

場所 

大会議室 2 階 92 ㎡ 40 人 13 13 

急病当番スタッフ会議 

※R4.1.30～は発熱外来

対応で利用 

小会議室 2 階 39 ㎡ 12 人 72 72 急病当番医師控室 

和室 2 階 26 ㎡ 3 人 72 72 

津久井郡医師会資料室 

医師・看護師休憩室 

ネブライザー実施（感染

対策） 

  

（令和 3年度） 
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ウ 市民活動施設 

（ア）貸室 

津久井中央公民館のホール及び準備室は、全体で１０％程度、休日でも２０％

以下と非常に低い利用率となっています。その他の貸室も時間帯によって利用

率の差はありますが、研修室を除き全ての貸室の利用率が全体で５０％を下回

っています。 

津久井老人福祉センターの貸室は、６０歳以上の方及び老人クラブの会員が

無料で利用できる施設となっており、平日の利用率は７０％を超えますが、休日

の利用率は３０％程度以下となっています。 

 

＜津久井中央公民館＞ 

部屋名 面積 定員 区分 

平日 休日 合計 

年間

総ｺﾏ

数 

年間 

利用 

ｺﾏ数 

稼働

率 

年間

総ｺﾏ

数 

年間 

利用 

ｺﾏ数 

稼働

率 

年間 

総ｺﾏ 

数 

年間 

利用 

ｺﾏ数 

稼働

率 

ホール 
526 

㎡ 

415 

人 

午前 150 ｺﾏ 9 ｺﾏ 6.0% 90 ｺﾏ 17 ｺﾏ 18.9% 240 ｺﾏ 26 ｺﾏ 10.8% 

午後１ 150 ｺﾏ 11 ｺﾏ 7.3% 90 ｺﾏ 20 ｺﾏ 22.2% 240 ｺﾏ 31 ｺﾏ 12.9% 

午後２ 150 ｺﾏ 13 ｺﾏ 8.7% 90 ｺﾏ 17 ｺﾏ 18.9% 240 ｺﾏ 30 ｺﾏ 12.5% 

夜間 102 ｺﾏ 2 ｺﾏ 2.0% 60 ｺﾏ 7 ｺﾏ 11.7% 162 ｺﾏ 9 ｺﾏ 5.6% 

合計 552 ｺﾏ 35 ｺﾏ 6.3% 330 ｺﾏ 61 ｺﾏ 18.5% 882 ｺﾏ 96 ｺﾏ 10.9% 

準備室

１ 
16 ㎡ 5 人 

午前 154 ｺﾏ 6 ｺﾏ 3.9% 90 ｺﾏ 17 ｺﾏ 18.9% 244 ｺﾏ 23 ｺﾏ 9.4% 

午後１ 154 ｺﾏ 8 ｺﾏ 5.2% 90 ｺﾏ 20 ｺﾏ 22.2% 244 ｺﾏ 28 ｺﾏ 11.5% 

午後２ 154 ｺﾏ 9 ｺﾏ 5.8% 90 ｺﾏ 17 ｺﾏ 18.9% 244 ｺﾏ 26 ｺﾏ 10.7% 

夜間 102 ｺﾏ 2 ｺﾏ 2.0% 60 ｺﾏ 7 ｺﾏ 11.7% 162 ｺﾏ 9 ｺﾏ 5.6% 

合計 564 ｺﾏ 25 ｺﾏ 4.4% 330 ｺﾏ 61 ｺﾏ 18.5% 894 ｺﾏ 86 ｺﾏ 9.6% 

準備室

２ 
24 ㎡ 10 人 

午前 154 ｺﾏ 5 ｺﾏ 3.2% 90 ｺﾏ 18 ｺﾏ 20.0% 244 ｺﾏ 23 ｺﾏ 9.4% 

午後１ 154 ｺﾏ 7 ｺﾏ 4.5% 90 ｺﾏ 20 ｺﾏ 22.2% 244 ｺﾏ 27 ｺﾏ 11.1% 

午後２ 154 ｺﾏ 8 ｺﾏ 5.2% 90 ｺﾏ 17 ｺﾏ 18.9% 244 ｺﾏ 25 ｺﾏ 10.2% 

夜間 102 ｺﾏ 2 ｺﾏ 2.0% 60 ｺﾏ 7 ｺﾏ 11.7% 162 ｺﾏ 9 ｺﾏ 5.6% 

合計 564 ｺﾏ 22 ｺﾏ 3.9% 330 ｺﾏ 62 ｺﾏ 18.8% 894 ｺﾏ 84 ｺﾏ 9.4% 

研修室

Ａ 
51 ㎡ 35 人 

午前 161 ｺﾏ 92 ｺﾏ 57.1% 79 ｺﾏ 49 ｺﾏ 62.0% 240 ｺﾏ 141 ｺﾏ 58.8% 

午後１ 162 ｺﾏ 91 ｺﾏ 56.2% 83 ｺﾏ 44 ｺﾏ 53.0% 245 ｺﾏ 135 ｺﾏ 55.1% 

午後２ 162 ｺﾏ 91 ｺﾏ 56.2% 85 ｺﾏ 42 ｺﾏ 49.4% 247 ｺﾏ 133 ｺﾏ 53.8% 

夜間 155 ｺﾏ 85 ｺﾏ 54.8% 88 ｺﾏ 33 ｺﾏ 37.5% 243 ｺﾏ 118 ｺﾏ 48.6% 

合計 640 ｺﾏ 359 ｺﾏ 56.1% 335 ｺﾏ 168 ｺﾏ 50.1% 975 ｺﾏ 527 ｺﾏ 54.1% 

研修室

Ｂ 
49 ㎡ 35 人 

午前 161 ｺﾏ 102 ｺﾏ 63.4% 79 ｺﾏ 66 ｺﾏ 83.5% 240 ｺﾏ 168 ｺﾏ 70.0% 

午後１ 162 ｺﾏ 109 ｺﾏ 67.3% 83 ｺﾏ 44 ｺﾏ 53.0% 245 ｺﾏ 153 ｺﾏ 62.4% 

午後２ 162 ｺﾏ 100 ｺﾏ 61.7% 85 ｺﾏ 42 ｺﾏ 49.4% 247 ｺﾏ 142 ｺﾏ 57.5% 

夜間 155 ｺﾏ 86 ｺﾏ 55.5% 88 ｺﾏ 34 ｺﾏ 38.6% 243 ｺﾏ 120 ｺﾏ 49.4% 

合計 640 ｺﾏ 397 ｺﾏ 62.0% 335 ｺﾏ 186 ｺﾏ 55.5% 975 ｺﾏ 583 ｺﾏ 59.8% 

料理 

実習室 
46 ㎡ 18 人 

午前 190 ｺﾏ 52 ｺﾏ 27.4% 98 ｺﾏ 12 ｺﾏ 12.2% 288 ｺﾏ 64 ｺﾏ 22.2% 

午後１ 190 ｺﾏ 55 ｺﾏ 28.9% 98 ｺﾏ 14 ｺﾏ 14.3% 288 ｺﾏ 69 ｺﾏ 24.0% 

午後２ 190 ｺﾏ 4 ｺﾏ 2.1% 98 ｺﾏ 8 ｺﾏ 8.2% 288 ｺﾏ 12 ｺﾏ 4.2% 

夜間 132 ｺﾏ 2 ｺﾏ 1.5% 64 ｺﾏ 2 ｺﾏ 3.1% 196 ｺﾏ 4 ｺﾏ 2.0% 

合計 702 ｺﾏ 113 ｺﾏ 16.1% 358 ｺﾏ 36 ｺﾏ 10.1% 1,060 ｺﾏ 149 ｺﾏ 14.1% 

（令和 3年度） 



 

 

20 

 

講義室 46 ㎡ 20 人 

午前 194 ｺﾏ 82 ｺﾏ 42.3% 98 ｺﾏ 44 ｺﾏ 44.9% 292 ｺﾏ 126 ｺﾏ 43.2% 

午後１ 194 ｺﾏ 82 ｺﾏ 42.3% 98 ｺﾏ 51 ｺﾏ 52.0% 292 ｺﾏ 133 ｺﾏ 45.5% 

午後２ 194 ｺﾏ 65 ｺﾏ 33.5% 98 ｺﾏ 43 ｺﾏ 43.9% 292 ｺﾏ 108 ｺﾏ 37.0% 

夜間 162 ｺﾏ 61 ｺﾏ 37.7% 91 ｺﾏ 33 ｺﾏ 36.3% 253 ｺﾏ 94 ｺﾏ 37.2% 

合計 744 ｺﾏ 290 ｺﾏ 39.0% 385 ｺﾏ 171 ｺﾏ 44.4% 1,129 ｺﾏ 461 ｺﾏ 40.8% 

視聴覚

室 
70 ㎡ 40 人 

午前 191 ｺﾏ 59 ｺﾏ 30.9% 93 ｺﾏ 21 ｺﾏ 22.6% 284 ｺﾏ 80 ｺﾏ 28.2% 

午後１ 190 ｺﾏ 89 ｺﾏ 46.8% 91 ｺﾏ 27 ｺﾏ 29.7% 281 ｺﾏ 116 ｺﾏ 41.3% 

午後２ 187 ｺﾏ 70 ｺﾏ 37.4% 92 ｺﾏ 23 ｺﾏ 25.0% 279 ｺﾏ 93 ｺﾏ 33.3% 

夜間 160 ｺﾏ 64 ｺﾏ 40.0% 77 ｺﾏ 35 ｺﾏ 45.5% 237 ｺﾏ 99 ｺﾏ 41.8% 

合計 728 ｺﾏ 282 ｺﾏ 38.7% 353 ｺﾏ 106 ｺﾏ 30.0% 1,081 ｺﾏ 388 ｺﾏ 35.9% 

多目的

室 
72 ㎡ 24 人 

午前 194 ｺﾏ 61 ｺﾏ 31.4% 98 ｺﾏ 47 ｺﾏ 48.0% 292 ｺﾏ 108 ｺﾏ 37.0% 

午後１ 194 ｺﾏ 63 ｺﾏ 32.5% 98 ｺﾏ 36 ｺﾏ 36.7% 292 ｺﾏ 99 ｺﾏ 33.9% 

午後２ 194 ｺﾏ 39 ｺﾏ 20.1% 98 ｺﾏ 33 ｺﾏ 33.7% 292 ｺﾏ 72 ｺﾏ 24.7% 

夜間 166 ｺﾏ 78 ｺﾏ 47.0% 93 ｺﾏ 34 ｺﾏ 36.6% 259 ｺﾏ 112 ｺﾏ 43.2% 

合計 748 ｺﾏ 241 ｺﾏ 32.2% 387 ｺﾏ 150 ｺﾏ 38.8% 1,135 ｺﾏ 391 ｺﾏ 34.4% 

※研修室 C は市民への貸出しをしていない。 

 

＜津久井老人福祉センター＞ 

部屋名 面積 定員 区分 

平日 休日 合計 

年間 

総ｺﾏ

数 

年間 

利用 

ｺﾏ数 

稼働

率 

年間 

総ｺﾏ

数 

年間 

利用 

ｺﾏ数 

稼働

率 

年間 

総ｺﾏ

数 

年間 

利用 

ｺﾏ数 

稼働

率 

集会室 49 ㎡ 30 人 

午前 166 ｺﾏ 119 ｺﾏ 71.7% 97 ｺﾏ 32 ｺﾏ 33.0% 263 ｺﾏ 151 ｺﾏ 57.4% 

午後 166 ｺﾏ 126 ｺﾏ 75.9% 97 ｺﾏ 32 ｺﾏ 33.0% 263 ｺﾏ 158 ｺﾏ 60.1% 

合計 332 ｺﾏ 245 ｺﾏ 73.8% 194 ｺﾏ 64 ｺﾏ 33.0% 526 ｺﾏ 309 ｺﾏ 58.7% 

教養 

娯楽室 
69 ㎡ 43 人 

午前 166 ｺﾏ 120 ｺﾏ 72.3% 97 ｺﾏ 12 ｺﾏ 12.4% 263 ｺﾏ 132 ｺﾏ 50.2% 

午後 166 ｺﾏ 146 ｺﾏ 88.0% 97 ｺﾏ 12 ｺﾏ 12.4% 263 ｺﾏ 158 ｺﾏ 60.1% 

合計 332 ｺﾏ 266 ｺﾏ 80.1% 194 ｺﾏ 24 ｺﾏ 12.4% 526 ｺﾏ 290 ｺﾏ 55.1% 

 

（イ）図書室・交流機能 

津久井中央公民館の図書室は年間で延べ約７，０００人の利用がありますが、

城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区内の図書室と比較すると、面積、

蔵書数共に規模が小さくなっています。 

 

施設名 室名 階 面積 年間利用件数等 備考 

津久井総合事務所 行政資料コーナー １階 14 ㎡ 1,468 人 延べ利用人数 

津久井中央公民館 
図書室 1 階 101 ㎡ 

6,937 人 貸出者数 

23,880 冊 貸出冊数 

21,037 冊 蔵書総数 

児童室 3 階 37 ㎡ ― ※ 

津久井老人福祉センター 談話室 2 階 32 ㎡ 579 人 利用者数 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としておもちゃを使用できないようにしたため利用がない。  

（令和 3年度） 

（令和 3年度） 
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エ 学校・保育所 

中野小学校及び中野中学校については、現時点においては過小規模校ではあり

ませんが、今後児童・生徒数は減少していく見込みであり、教室数は現状において

も余裕がある状況です。 

中野保育園も同様に、園児数は定員に達していない状況であり、今後減少してい

く見込みです。 

また、学校や保育所は、施設の性質上、特にセキュリティの配慮が必要な施設で

あるとともに、校庭や園庭など、大きな敷地の確保が必要な施設です。 

 

施設名 
児童・生徒・園児数

（人） 

定員 

（人） 

学級数※ 

（クラス） 

教室数 

（クラス） 
備考 

中野小学校 411 ― 16 24 R4.5.1 時点 

中野中学校 308 ― 13 23 R4.5.1 時点 

中野保育園 97 120 6 6 R4.4.1 時点 

※特別学級を含む。 
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（４）施設の維持管理コスト 

津久井総合事務所及び津久井中央公民館では、清掃・警備・保守点検等の経費が維

持管理コストの６０％以上を占めており、いずれも高い傾向にあります。 

相模原西メディカルセンター急病診療所及び津久井地域包括支援センターは、事

業を委託しているため、市としての支出はほぼ全てが事業運営費となっています。 

なお、津久井地域包括支援センターの事業運営費には、民間の建物を賃借してい

るため、賃借料が含まれています。 

 

施設名 

維持管理費 

事業 

運営費 
合計 消耗品

費 

光熱水

費 

清掃・警

備・保守

点検等 

通信費 
使用料・

賃借料 

施設 

修繕料 
その他 

津久井総合事務

所 
185 4,327 12,456 2,837 0 343 72 0 20,220 

津久井保健セン

ター 
497 2,223 1,650 36 14 3,859 40 0 8,319 

津久井中央公民

館 
461 3,328 17,104 185 0 2,109 3,203 1,159 27,549 

津久井老人福祉 

センター 
28 0 0 0 0 0 0 0 28 

相模原西メディ

カルセンター 

急病診療所 

0 0 0 0 0 105 0 41,930 42,035 

津久井地域包括 

支援センター 
0 0 0 0 0 0 0 44,836 44,836 

中野小学校 3,480 4,587 3,044 409 37 2,297 1,252 556 15,662 

中野中学校 3,640 4,516 2,786 367 203 436 418 616 12,982 

中野保育園 1,699 2,991 1,600 136 319 2,779 0 0 9,524 

※津久井老人福祉センターの消耗品費以外の維持管理費は津久井中央公民館に含む。 

※相模原西メディカルセンター急病診療所と津久井地域包括支援センターの事業運営費には、施設の維持

管理費が含まれる。 

 

〈コストの割合〉 単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

21.4

61.6

14.0
1.7 0.4

出典：公共施設調査票 

（千円）（令和 3 年度） 

＜津久井総合事務所＞ 
消耗品費

光熱水費

清掃・警備・施設保守点検等

通信費

使用料及び賃借料

施設修繕料

その他

事業運営委託費等
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17.8%

31.4%

16.8%

1.4%

3.3%

29.2%

22.2

29.319.4

2.6
0.2

14.7

8.0
3.5

100.0

0.2

99.8100.0

6.0

26.7

19.8

0.40.2

46.4

0.5 1.7
12.1

62.1

0.7

7.7

11.6 4.2

28.0

34.8

21.5

2.8
1.6
3.4
3.2 4.7

＜津久井保健センター＞ ＜津久井中央公民館＞ 

＜津久井老人福祉センター＞ ＜相模原西メディカルセンター急病診療所＞ 

＜津久井地域包括支援センター＞ ＜中野小学校＞ 

＜中野中学校＞ ＜中野保育園＞ 
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３ 課題の整理                                 

（１）建物の課題 

施設等 課題等 

津久井総合事務所 ・隣接する３つの施設の建物はいずれも老朽化が進み、建替え又は長寿

命化改修の時期を迎えていることから、津久井総合事務所の建替えに当

たっては３つの建物を併せて検討する必要があります。 

・津久井中央公民館でのイベント開催時等、駐車場が混雑し、自動車が

止められない場合があります。 

・土砂災害警戒区域内に配置されており、安全性への配慮が必要です。 

・再編に当たっては、津久井中央公民館・津久井老人福祉センターが風

水害時の避難場所となっていることに留意が必要です。 

津久井保健センター 

津久井中央公民館・

津久井老人福祉セン

ター 

相模原西メディカル

センター急病診療所 

・建設から４０年以上が経過しており、長寿命化改修等が必要な時期が

きています。 

・土砂災害警戒区域内に配置されており、安全性への配慮が必要です。 

津久井地域包括支援

センター 

・土砂災害警戒区域内に配置されており、安全性への配慮が必要です。 

中野小学校 ・一部が土砂災害警戒区域内に配置されています。 

・建設から４０年以上が経過し、長寿命化改修等が必要な時期がきてお

り、児童・生徒数の推移の推計と今後の学校のあり方についての検討が

必要です。 

中野中学校 

中野保育園 ・建設から４０年以上が経過しており、長寿命化改修等が必要な時期が

きています。 

・土砂災害警戒区域内に配置されており、安全性への配慮が必要です。 

 

（２）施設利用面の課題 

施設等 課題等 

津久井総合事務所 ・行政手続きを行う窓口と保健・福祉関連の窓口が分散しているため、

利用者の不便が生じています。 

・会議室や相談室等、部屋によっては利用していない日や時間帯がある

ため、集約する等、有効利用を図る必要があります。 

津久井保健センター 

津久井中央公民館・

津久井老人福祉セン

ター 

・それぞれの貸室で対象者、開館時間等が異なっているため、対象者を

限定しない貸室のあり方の検討が必要です。 

・ホールをはじめ、貸室の利用率が全体的に低く、利用者のニーズと合

っていない可能性があるため、施設の機能や規模の見直しが必要です。 

・図書室は比較的規模が小さく、本を読むスペースが確保できていない

状況です。 

相模原西メディカル

センター急病診療所 

・休日（日曜日・祝日・年末年始）のみの開所となっており、施設が利

用されていない時間帯が多くあります。 

・再編に当たっては、調剤スペースの不足への対応や感染症対策を考慮

した施設の配置、規模を検討する必要があります。 

津久井地域包括支援

センター 

・保健・福祉関連の窓口と密接な関係がありますが、場所が離れている

ため、利用者の不便が生じています。 

中野小学校 ・余裕教室が多くなっていますが、今後、更に児童・生徒数は減少して

いく見込みです。 中野中学校 

中野保育園 ・園児数は定員に達していない状況であり、今後減少していく見込みで

す。 

・再編に当たっては、園庭の確保やセキュリティの課題を解決する必要

があります。 
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（３）施設管理面の課題 

施設等 課題等 

津久井総合事務所 ・建物が分かれているため、それぞれの施設に光熱水費や清掃・警備・

保守点検等の費用がかかっており、管理の面で非効率となっています。 津久井保健センター 

津久井中央公民館・

津久井老人福祉セン

ター 

・ホールは利用率が低いにもかかわらず、音響設備や照明設備等の操作

を専門業者に委託する必要があり、委託費がかかっています。また、設

備の老朽化に伴い不具合が生じていますが、更新には多額の費用がかか

る見込みです。 

・ボイラー設備による全館空調となっているため、部屋によっては空調

の効きが悪く、また設備の運転管理保守等の業務委託に多額の費用がか

かっています。 

津久井地域包括支援

センター 

・民間の建物を賃借しており、毎年賃借料が発生しています。（市が支

出する事業運営費に含んでいる。） 
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Ⅲ．基本方針                          

令和３年度に実施した市民対話ワークショップの成果等を踏まえ、本事業の実現に

向けた基本的な考え方として、令和４年８月に基本方針を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本理念                                  

津久井地区は、山や川といった水と緑に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、古くは

養蚕業の発展などを背景に、津久井街道沿いを中心に人が集まり栄えてきた歴史ある

まちです。 

津久井総合事務所を中心に生まれ変わる公共施設は、こうした豊かな自然や歴史を

次の世代に継承しつつ、未来に向けた創造のシンボルとして、災害に強く、身近な生

活に必要な行政サービスが提供できる利便性の高い場であると同時に、誰もが気軽に

集い、活動し、ともに育む場として、次のとおり基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

２ 基本方針                                  

基本理念に基づき再編・再整備する公共施設の具体化に必要な要素について、市民

対話ワークショップ等における意見や公共施設マネジメントの視点を踏まえた５つの

方針を設定します。 

 

方針１ 津久井の魅力（歴史・郷土・自然等）に触れ、協働による賑わいが生まれ

る場所 

子どもから高齢者まで、特別な用事がなくても誰もが気軽に立ち寄ること

ともに育む“つくい”の拠点 

～自然と歴史を感じるみんなの交流空間～ 

＜基本理念・方針の検討の流れ＞ 
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ができ、津久井の歴史・郷土・自然などに触れながら多様な世代や立場の人

達が学び・交流することで、新たな賑わいと活気が生まれる、開かれた施設

を目指します。 

また、施設需要に対応した駐車場や様々なイベントなどに活用できるオー

プンスペースを確保するとともに、住民・行政だけでなく、地元の企業や学

校との連携を強化し、様々な主体が協働することで、更なる魅力向上と持続

可能な地域づくりに取り組みます。 

 

方針２ 暮らしの安全・安心を支える場所 

近年多発する大規模自然災害に備え、現地における災害対策の拠点として

の業務継続性を確保するとともに、災害時における必要物資の貯蓄や受入れ

ができる、安全で災害に強い施設を目指します。 

また、地域で暮らす人が安心して子育てができ、生涯にわたって暮らせる

よう、子育て・福祉・医療環境の確保・充実に取り組みます。 

 

方針３ コンパクトで機能的な場所 

      効率的で利用しやすい住民サービスの提供と施設の整備・管理コストの削

減の両立を図るため、各種申請や証明発行サービス窓口のワンストップ化、

ＩＣＴ技術の活用による業務効率化、施設の複合化による諸室の共有等によ

り、コンパクトで利用しやすい施設を目指します。 

また、ニーズの多様化や将来需要の変化に柔軟に対応できるよう、施設の

可変性を確保します。 

 

方針４ みんなにやさしい場所 

障害の有無、年齢、性別等にかかわらず、施設を訪れる誰もが利用しやす

いユニバーサルデザインに対応した施設を目指します。 

また、より良質な住民サービスを提供するため、住民の暮らしや活動を支

える職員の職場環境を整え、業務効率の向上を図ります。 

 

方針５ 津久井の自然を感じ、環境と共生する場所 

地球環境への負荷を軽減するため、自然を生かした採光や空調システムの

導入、太陽光発電、地下水などの自然エネルギーの導入・再利用等を積極的

に進めることで、自然環境にやさしい施設を目指します。 

また、津久井産材を活用することで循環型社会の形成と地場産業の活性化

を図るとともに、水や緑などの津久井の持つ自然の魅力を感じられ、周辺環

境に配慮したデザイン、色彩、配置計画とすることで、周辺の景観との調和

を図ります。  
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Ⅳ．基本構想                          

基本構想では、基本方針に基づき、整備対象とする施設、新たな施設に導入する機能、

整備候補地を定めます。 

また、市民検討会における意見を踏まえたモデルプラン及びプランごとの概算コストを示

すとともに、新たな施設で想定される管理運営手法や事業手法をまとめます。 

 

１ 検討対象施設                                

（１）対象とする施設 

ア 津久井総合事務所・津久井保健センター 

津久井総合事務所と津久井保健センターは、住民の身近な窓口サービスを担ってお

り、施設が有する機能も類似しています。 

築６０年を経過している津久井総合事務所の建替えと合わせた機能の再編・再整備

を行うことで、住民にとって利用しやすく、災害時における地域の防災拠点としての役割

を担える行政運営の拠点としての充実を目指します。 

イ 津久井中央公民館・津久井老人福祉センター 

津久井中央公民館と津久井老人福祉センターは、築４０年を経過し、建物や設備の老

朽化が進んでいることから、今回の再編・再整備の対象とすることで、建物の老朽化へ

の対応はもとより、有効利用されていないホール、利用者のニーズに対応しきれていな

い貸室や狭あいな図書室等の課題を解決し、津久井地区における市民活動の拠点とし

ての充実を目指します。 

ウ 津久井地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、保健・福祉窓口と密接な関係があり、城山地区、相模湖地

区及び藤野地区では、地域包括支援センターが総合事務所内に入っている状況を鑑み、

今回の再整備に合わせて津久井地域包括支援センターを複合化する方向で取り組みま

す。 

 

（２）今後調整が必要な施設 

ア 相模原西メディカルセンター急病診療所 

相模原西メディカルセンター急病診療所は、民間医療機関との関係もあることから、

今後の中山間地域の救急診療体制のあり方の検討状況を踏まえながら、必要な場合は、

規模を十分に精査の上、今回の再整備に併せて複合化することを検討します。 

 イ 国施設・団体施設等 

現在、津久井総合事務所、津久井保健センター及び相模原西メディカルセンター急 

病診療所には、国の施設や団体施設などが入っており、これらの施設については、市施

設と各施設の関係性や団体の意向を確認しつつ、個別に判断し、適切な対応を図ります。 
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（３）対象としない施設 

ア 中野小学校・中野中学校 

中野小学校、中野中学校については、これまで定期的な改修を実施しているこ

と、児童・生徒数の推移の推計と今後の学校のあり方についての検討が必要である

ことを踏まえ、今回の検討では対象としないこととします。 

イ 中野保育園 

中野保育園は、土砂災害警戒区域内にあり、また、施設の老朽化も課題となっていま

す。今回の再整備に併せた移転等の可能性も考えられますが、移転先である津久井総

合事務所敷地も土砂災害警戒区域であることや、園庭の確保、セキュリティの課題等も

あることから、今回の再整備とは別に課題解決を検討します。 

ウ 改革プランにおける見直し対象施設等 

改革プランにおいて見直しとしている、津久井障害者地域活動支援センター及

び津久井地域福祉センターのほか、入居者のいる市営住宅も対象外とします。 

 

２ 導入機能                                  

２－１ 建物 

（１）行政機能 

主に、現在の津久井総合事務所や津久井保健センターが担っている以下の機能です。

再整備後は、利便性を考慮した機能別の配置とするとともに、ワンストップ窓口の実現など、

効率的で利用しやすい住民サービスの実現を図ります。 

ア 窓口（行政手続き、福祉関連） 

行政手続き及び福祉関連の手続き・相談が１か所の窓口で行えるようなワンストップ

窓口を実現するため、利用者の視点に立った配置面での工夫を行います。 

＜窓口のワンストップサービス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市川市役所ホームページ 
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イ 事務室 

窓口関連以外の担当課や関連団体が効率的に業務を行えるよう、事務室スペースを

設置します。 

また、フリーアドレスの導入、ペーパーレス化の推進など、行政ＤＸ（デジタルトランスフ

ォーメーション）の進展に合わせ、より働きやすく、よりクリエイティブな執務環境を実現

します。 

＜フリーアドレス化された事務室（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市オフィス改革の取組資料 

 

ウ 医療・保健 

相模原西メディカルセンター急病診療所を複合化する場合は、感染症対策や診療機

能と調剤薬局機能の確保、他施設との動線分離など、機能面と配置面の工夫を行いま

す。 

また、保健機能については、各種健診事業や相談事業等における諸室の稼働率等を

考慮しながら、共用化可能な諸室については、津久井総合事務所の会議室や相談室等

との共用化を図り、施設の有効活用を図ります。 

エ 会議・相談 

会議室は、会議としての利用はもとより、各種健診、選挙における投票所など、様々な

用途の利用を想定し、適切な数や規模の部屋を確保します。 

また、相談室は、誰もが気軽に相談でき、かつプライバシーを確保できる配置の工夫

を行います。 

 

（２）市民活動機能 

現在の津久井中央公民館、津久井老人福祉センターが担っている機能です。再整備後

は、誰もが気軽に立ち寄ることができ、より使いやすい開かれた施設にふさわしい機能を導

入します。 
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ア ホール 

市民活動の拠点として、各種発表の場、練習の場はもとより、興行イベントや民間利

用、更には災害時にも利用できる平土間型の多目的ホールとします。 

＜平土間型多目的ホール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市もみじホール城山ホームページ 

イ 図書室・学習スペース 

静かに本を読めるスペースや学習スペースを確保するとともに、交流スペースと一体

的に利用できる空間を設けることで、図書を通じた新たな交流が生まれる配置を行いま

す。 

＜図書室・学習スペース（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：芝浦工業大学地域デザイン研究室 

 

ウ エントランス・交流スペース 

開かれた新たな施設の顔として、エントランスホール、図書室及び屋外広場が一体的

に利用できる配置とすることで、市民の憩い、安らぎ、交流空間として整備します。 

また、さがみはら津久井産材の活用など、津久井らしさ・温かみを感じられるしつらえ

等の工夫を行います。  
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エ 貸室 

公民館と老人福祉センターの貸室機能の統合を検討し、様々な市民活動に利用でき

る機能を持った貸室を設けます。 

なお、貸室数・規模については、現在の利用実態を踏まえるとともに、利用者等の声を

伺いながら検討します。 

 

（３）情報発信機能 

現在の案内表示や行政資料コーナー等が担っている機能です。再整備後は、複合施設

となることを想定し、訪れる人にやさしく、分かりやすい施設づくりに向けたコンシェルジュ

機能の導入を検討するとともに、津久井の歴史や自然などの魅力ある地域資源を PR して

いきます。 

ア コンシェルジュ（総合案内） 

エントランスホール、窓口にはコンシェルジュ（総合案内）の設置を検討し、窓口のワ  

ンストップ化とともに、市民の利便性を向上します。 

イ 歴史・文化・観光情報発信スペース 

津久井の歴史、文化、観光などの情報を発信するギャラリー機能を持ったスペースを

設け、尾崎咢堂記念館や津久井湖観光センターなどの近隣施設と連携を図りながら、

様々な企画・展示を行うことで、施設を訪れる人に対して津久井の魅力を発信していき

ます。 

＜展示コーナー（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：芝浦工業大学地域デザイン研究室 

（４）防災機能 

津久井総合事務所は災害時における現地対策拠点としての機能、津久井中央公民館

は風水害時避難場所としての機能があります。 

再整備に当たっては、災害時においても安全・安心な施設となるよう、当該敷地が土砂

災害警戒区域であることを前提にした施設配置、機能ゾーニングを工夫するとともに、非

構造部材を含む耐震安全性を確保します。 

また、自家発電設備を設置し、災害時に使用する部屋には、非常電源と照明の点灯、一

部空調等を運転できるようにすることで、災害時における業務継続性を確保します。 
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（５）環境配慮機能 

太陽光、風力、地下水などの自然エネルギーを活用した電気設備や空調設備の検討を

行うとともに、自然通風、採光を基本としたエネルギー消費の小さい建物 ZEB Ready

（ゼブレディ）を検討します。 

 

２－２ 敷地 

（１）駐車場・駐輪場 

津久井地区は、車での移動が多い地域であり、再整備後の施設においても、現状と同

等以上の駐車台数を確保します。 

また、駐輪場については、様々な種類の自転車に対応できる駐輪場のスペースを確保し

ます。 

 

（２）屋外広場・テラス 

現在は、公民館施設として小さな噴水広場があります。再整備後は、施設の複合化によ

って生み出されたスペースを活用し、普段は気軽に子どもたちが遊び、住民が憩える空間

として利用でき、休日などにはイベントスペースとしても利用できる、広場やテラスなどの屋

外空間を確保します。 

 

２－３ その他（付加価値機能） 

地域団体や民間事業者と連携し、飲食ができるカフェスペースやキッチンカー等による

販売の停車スペースを設けるなど、自然と人々が集い、過ごすことができる賑わいのある

地域拠点の創出について検討します。 

 

＜屋外広場・飲食できるスペース（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：芝浦工業大学地域デザイン研究室 

 

 

 

 

出典：芝浦工業大学地域デザイン研究室  
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３ 新たな施設の整備方針                            

（１）想定施設規模 

施設規模としては、対象候補施設（相模原西メディカルセンター急病診療所、津久

井総合事務所及び保健センター内にある国施設・団体施設を含む。）の現状の延床面

積の合計６,６１２㎡に対して、改革プランで複合化による延床面積削減による更新

費用の２０％削減を目標としていることから、約５,３００㎡を想定します。 

なお、対象施設に変動があった場合は、その都度施設規模を見直すこととします。 

 

（２）検討候補地 

候補地については、相模原市立地適正化計画における都市機能誘導区域の考え方、

都市計画上の用途地域、敷地規模の観点から、検討対象候補施設が建設可能な市有

地であることを前提に検討しました。 

検討の結果、津久井地区において、生活拠点としての位置付けがある中野エリア

と三ケ木エリアのうち、想定規模の施設が建設可能な市有地として、津久井総合事

務所、津久井保健センター、津久井中央公民館・津久井老人福祉センターの敷地及び

隣接駐車場を候補地とし、これらの敷地を一体的に活用した再整備を行うこととし

ます。 

 

候補地の条件 該当するエリア・用途・敷地 

相模原市立地適正化計画との整合 生活拠点（中野） 

生活拠点（三ケ木） 

大規模な庁舎の建設が可能な用途地域 第一種住居地域、準住居地域、近隣商業

地域、商業地域など 

想定規模の施設が建設可能な市有地※ 現津久井総合事務所を中心とした敷地 

   ※学校敷地は、児童・生徒数の推計と今後の学校のあり方についての検討が必要であることを踏ま

え、再編の候補地とはしないこととする。 
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＜検討候補地＞ 

 

 

 

  

津久井総合事務所（2,434㎡）、

津久井保健センター（941㎡）、

津久井中央公民館・津久井老人

福祉センター（2,557㎡）

駐車場（-）

敷地形状

5,332㎡ 1,921㎡

用途地域 近隣商業地域 第一種住居地域

容積率/建ぺい率 200%/80% 200%/60%

10,664㎡ 3,842㎡

災害区域指定 土砂災害警戒区域 なし

最大床面積※

（敷地面積×容積

率）

敷地面積

課題・留意点

14,506㎡

・津久井総合事務所敷地は土砂災害警戒区域であるため、災害対策の検討が必

　要。

・駐車場敷地のみでは対象施設は整備できない。また、中野小学校の給食配送の

　動線確保が必要。

7,253㎡

敷地

（延床面積）

津久井総合事務所周辺
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（３）敷地利用・整備方針 

ア 検討の前提（基本姿勢） 

施設の整備に当たっては、次の点を踏まえた敷地利用・整備パターンを検討します。 

・基本方針で掲げた狙いを踏まえる。 

・市民検討会での検討結果（大切な視点）を踏まえる。 

・施設の整備や運営、付加価値機能に対する民間事業者からの提案余地を残す

ため、複数のパターンを設定する。 

 

 

イ 検討の視点 

◆コンパクトで機能的な場所（方針３） 

・諸室や共用部の共用による延床面積の削減、施設の効率的な維持管理を見 

 据え、複合化により建物を１棟又は２棟にまとめます。 

・サービスや利便性の向上を図るため、分散している窓口機能、貸室機能など、

類似する機能ごとにまとめます。 

 

◆協働による賑わいが生まれる場所（方針１） 

・アクセス性向上のための駐車場や気軽に集まれる屋外広場を確保します。 

・外部空間を確保しやすい施設配置、屋外広場と駐車場の動線を考慮した配置

とします。 

 

◆暮らしの安全・安心を支える場所（方針２） 

・災害時における業務継続性を考慮し、災害リスクの低減を考慮した建物配置・

機能配置計画とします。 

・災害時にも利用できる平土間型の多目的ホールなどの整備を想定します。 

 

◆みんなにやさしい場所（方針４）・環境と共生する場所（方針５） 

・ユニバーサルデザインへの対応、脱炭素への寄与、周辺環境に配慮した施設

計画とします。 
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（４）整備パターン 

前述の基本姿勢や検討の視点を踏まえ、整備パターンを次の３案にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※検討内容は、市民検討会通信（P60～P79）を参照。 

  

整備パターン１ 整備パターン２ 整備パターン３

・現地で庁舎と市民活動施設を一
つにまとめて建て替える

・駐車場敷地に庁舎を建て替える
・現地で公民館を市民活動施設と
して建て替える

・現地で庁舎とホール、図書室をま
とめて建て替える
・保健センターを改修し、市民活動
施設として利用する

B,Cグループをベース Aグループをベース
市民検討会のリノベーションの視

点

複合化による効果を最大限発揮 庁舎を土砂災害警戒区域から外す
比較的新しい保健センターの建物

を有効利用

配置図

施設機能
・新施設に行政機能＋市民活動機
能（ホール・図書室を含む）

・駐車場に建てる新施設に行政機
能
・公民館の場所に建てる新施設に
市民活動機能（ホール・図書室を含
む）

・新施設に行政機能＋ホール機能
＋図書室機能
・現保健センターに市民活動機能

・屋外広場を緩衝地とする
・建物の配置を極力国道側にする
・建物の構造・建物内の機能配置
を工夫する

・新庁舎は土砂災害警戒区域外と
なる
・市民活動施設は、駐車場や屋外
広場を緩衝地とする
・建物の構造・建物内の機能配置
を工夫する

・新庁舎は屋外広場を緩衝地とす
る
・建物の構造・建物内の機能配置
を工夫する

・工事中の仮設事務所の検討 ・工事中の仮設事務所の検討
・学校給食室の配送動線の確保
・建物と屋外広場の一体性の確保
・2棟になることによる維持管理へ
の対応

・工事中の仮設事務所の検討
・保健センターの建物の状態等に
よっては、改修内容の制約、想定
以上の工事費がかかる可能性
・2棟になることによる維持管理へ
の対応

項目

市民検討会※

建て方

案の狙い

災害対策

機能
配置

課題・留意点

駐車場

屋外広場

駐車場

屋外広場

941㎡

案１ 案２ 案３

・現地で庁舎と市民活動施設を一つにまとめて建て
替える

・駐車場敷地に庁舎を建て替える
・現地で公民館を市民活動施設として建て替える

・現地で庁舎とホール、図書室をまとめて建て替える
・保健センターを改修し、市民活動施設として利用す
る

B,Cグループをベース Aグループをベース 市民検討会におけるリノベーションの視点を採用

・複合化による効果を最大限発揮 ・庁舎を土砂災害警戒区域から外す ・比較的新しい保健センターの建物を有効利用

配置図

施設機能
・新施設に行政機能＋市民活動機能（ホール・図書室
を含む）

・駐車場に建てる新施設に行政機能
・公民館の場所に建てる新施設に市民活動機能（ホー
ル・図書室を含む）

・新施設に行政機能＋ホール機能＋図書室機能
・現保健センターに市民活動機能

・屋外広場を緩衝地とする
・建物の配置を極力国道側にする
・建物の構造・建物内の機能配置を工夫する

・新庁舎は土砂災害警戒区域外となる
・市民活動機能は、駐車場や屋外広場を緩衝地とする
・建物の構造・建物内の機能配置を工夫する

・新庁舎は屋外広場を緩衝地とする
・建物の構造・建物内の機能配置を工夫する

仮設庁舎 ・保健センターの利用など ・不要 ・保健センターの利用など

概算工事費

工期

・仮設事務所の改修分だけ工期が長くなる
・保健センターのみでは現状規模の事務所を確保で
きないため、工夫が必要

・学校給食室の動線確保や学校の景観への配慮な
ど、新庁舎の建設条件の制約が大きい
・建物と広場の一体性がなくなる

・仮設事務所の改修+仮設利用後の改修分だけ工期
が長くなる
・保健センターのみでは現状規模の事務所を確保で
きないため、工夫が必要
・建物の状態等によっては改修内容に制約がかかっ
たり、想定以上の工事費がかかる恐れがある

＊概算工事費や工期はあくまで参考値であり、今後の改修内容の検討に合わせて精査を行う。

項目

市民検討会

建て方

案の狙い

＊概算工事費は、R4年度相模原市長寿命化単価を使用し、企画設計監理費は８％で試算している。

＊工期には設計期間を含んでいない。仮設庁舎の改修で半年、解体で１年、改修で半年、建て替えで１．５年で想定している。

災害対策

機能配置

建設工事

課題・留意点

＊概算工事費には、仮設庁舎の工事費、外構整備費、ホールの特定天井工事、ZEB化、建築時の工事ヤード、仮移転に係る費用は含んでいない。

約３～３．５年

約３０～３２億円

5,400㎡ 駐車場

屋外広場

2,900㎡

屋外広場

駐車場

屋外広場

941㎡

4,459㎡

駐車場

2,500㎡

5,300㎡ 4,359㎡

駐車場駐車場

2,500㎡

2,800㎡

＜整備パターン＞ 
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（５）機能別の想定規模 

対象施設の現状の諸室や利用状況等を踏まえ、機能ごとの想定規模を設定します。 
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機能 想定規模 考え方 

行政 

機能 

窓口・事務室機能 1,250 ㎡ ・職員数が変わらないと想定し、現状

維持 医療・保健機能 250 ㎡ 

会議・相談機能 300 ㎡ ・各施設の諸室を兼ねることで規模

を削減 

市民活動 

機能 

貸室機能 750 ㎡ ・利用実態に合わせた施設規模に見

直し 

・ホールは、もみじホール城山と同程

度の規模（300 ㎡）で想定 

交流機能 250 ㎡ ・図書室や市民交流スペースを約２

倍に拡充 

共用部・ 

バックヤード機能 

2,500 ㎡ ・倉庫・休憩室・更衣室等は現状程度

とし、その他の共用部は、施設全体の

35％～40％を想定 

合計 5,300 ㎡  

※整備パターン１（全てを建て替えた場合）の想定規模である。 

※目安となる規模であり、設計やレイアウトにより変更となる場合がある。 

 

（６）災害対策 

近年多発する大規模自然災害に備え、現地における災害対策拠点として、業務継

続性を確保すべく、災害に強い施設を目指します。 

具体的には、土砂災害に耐えうる建築とすること、擁壁の設置等のハード面によ

る対策、土砂の流入による被害を受けにくい敷地計画、１階には重要設備を置かな

い等、機能配置の工夫を検討します。 

 

（７）ユニバーサルデザイン 

利用者が身体的条件、性別、年齢、国籍などにかかわらず、安心して気軽に施設の

利用ができるよう、段差の解消、多機能で誰もが利用しやすいトイレ、分かりやすい

サインの導入等の施設整備を行うとともに、管理運営面においても、コンシェルジ

ュ（施設・利用案内）の設置などを検討します。 
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（８）施設のＺＥＢ化 

ＺＥＢ（ゼブ）とは、Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ

ル）の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギ

ー（自然界から得られた変換加工しないエネルギーのことで、石油や石炭、天然ガ

ス、ウランのような採掘資源から太陽光、水力、風力といった再生可能エネルギー、

さらには薪や木炭なども含まれるもの。）の収支をゼロにすることを目指した建物の

ことです。 

津久井の自然を感じ、環境と共生することを目指して、自然を生かした採光や空

調システムの導入、太陽光発電、地下水などの自然エネルギーの導入・再利用等を積

極的に進め、ＺＥＢ化に向けて検討します。 

 

（９）木造化・木質化 

木材の利用を促進し、地球温暖化の防止や地域経済の活性化につなげることを目

的に、平成２２年に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する

法律」が、令和３年１０月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。同法に基づき定められた「建

築物における木材の利用の促進に関する基本方針」では、国が整備する公共建築物

はコスト・技術面で困難な場合を除き、原則木造化することとなりました。その流れ

を受け、公共・民間を問わず全ての用途・規模の建築物において、木材の利用の促進

が一層求められています。 

本事業においてもさがみはら津久井産材を活用することで、地球環境への負荷軽

減に寄与するとともに、地場産業の活性化や津久井らしさのアピールにつなげるよ

う検討します。 

 

＜ZEB 化・木質化庁舎の例（神奈川県開成町）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：開成町ホームページ 
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４ モデルプラン                                

（１）モデルプランの作成 

整備方針で示した内容を見える化するため、整備パターンに対応したモデルプランを作 

成しました。 

  ＜考え方＞ 

（２）モデルプランへの市民検討会意見の反映 

モデルプランでは、次のとおり、これまでの市民意見を反映しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後検討する市民検討会の意見プランに反映している市民検討会の意見項目

• オンライン化、デジタル化による手続きの
簡略化

• ドライブスルー行政手続き
• 個別の詳細な事務室配置

• 窓口・手続き関係は１か所にまとめて低層
階に配置

• 市民利用の少ない事務室（土木等）は上階
に配置

• 会議室は上階に配置
• 倉庫（バックヤード）の集約

行政機能

建物

• 具体的な貸室の内容（防音室・音楽スタジ
オ、多目的室、スポーツができる部屋等）

• ホール（平土間）
• 広い図書室、読書スペース確保
• 貸室機能の集約
• 気軽に利用できる交流スペース

市民活動機能

• 展示スペースの具体的な内容（観光・文
化・歴史等）

• 総合案内（コンシェルジュ、わかりやすい
サイン、インフォメーションセンター）

• 展示スペース
情報発信機能

• よう壁の設置
• 太陽光発電

• 災害に配慮した建物配置
• ホール（平土間）（再掲）
• 防災備蓄倉庫

防災機能

• カフェ、コンビニ、駄菓子屋
• キッチンカースペース
• 展望レストラン

付加価値機能

• 建物をブリッジでつなぐ
• 津久井産の木材の活用
• メディカルセンターの設置場所
• 保育園は別の場所

• バリアフリーに配慮した建物
• 省エネ・再エネに配慮した建物

その他機能

• 地下駐車場
• 立体駐車場

• 駐車場を増やす
• 車の動線と歩行者に配慮した配置

駐車場・駐輪場

敷地

• ブランコやすべり台などの遊具
• ドッグラン

• 子どもの遊び場、広場
• 緑地帯として自然豊かな場所
• 図書館との併設

屋外広場

• あぐりんずつくいとの連携
• 津久井湖の景観
• 安心して移動できる歩行者空間

まちづくり

まち
づくり

• バスターミナル
• 移送ボランティア

• バス停（コミュニティバス・乗合タク
シー）の整備

交通

○ 本イメージは、整備パターンの案にあわせて作成したもので、実際の整備

内容とは異なることがあります。 

○ 市民検討会での議論や庁内検討を踏まえ、新しい施設に求められる機能の

概ねのボリュームとゾーニングを示しています。 

○ 整備パターンの絞り込みや、カフェやコンビニエンスストア等の付加価値

機能については、民間意向を踏まえた中で検討していきます。 
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●モデルプラン１ 

現地で一つの複合施設として建て替える案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

モデルプラン１の考え方 

【複合施設（４階建て）】 

➢ 北側（国道側）に駐車場・車寄せを配置 

➢ 南側（山側）に屋外広場を配置 

➢ 1 階は、ゆとりあるロビーを設け、窓口機能を集約・

配置することでワンストップサービスを実現。屋外

広場側には、図書室等の交流スペースを配置 

➢ 2階、3階は行政機能を中心に配置 

➢ 4階にホール等、市民活動機能を配置 

モデルプラン１に対する市民検

討会の意見・アイデア（一部） 

・４階テラスは津久井の景観が

楽しめるので良い。 

・安全でコンパクトで利用しや

すいと思う。 

・屋外広場であぐりんずつくい

や小学校などと連携ができ

る。 

・災害時を考えた場合、２０台

の駐車場は屋外広場側にあっ

た方が良いのではないか。 

機能
複合施設
面積

合計 5,300㎡

行政機能

市民活動機能

共用部・
バックヤード機能

1,800㎡

1,000㎡

2,500㎡
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●モデルプラン２  

駐車場に庁舎、現地で市民活動機能を中心とした複合施設として建て替える案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

モデルプラン２の考え方 

【複合施設（３階建て）】 

➢ 南側（山側）に屋外広場、駐車場・車寄せを配置 

➢ 1 階は、ゆとりあるロビーを設け、屋外広場側

には、図書室等の交流スペースを配置 

➢ 2、3階にホール等の市民活動機能を配置 

【庁舎（４階建て）】 

➢ 1階に窓口機能を集約・配置することで、ワンス

トップサービスを実現 

➢ 小学校の給食の搬入動線を確保 

モデルプラン２に対する市民検

討会の意見・アイデア（一部） 

・広場と市民活動機能はまとめ

た方が良い。 

・屋外広場の近くにカフェが欲

しい。 

・建物と広場が離れているから

広場で問題があった時に対応

が遅れてしまう。 

・市民活動機能がほぼ２階と３

階なので、移動が大変。 

機能
複合施設
面積

庁舎面積

合計 2,500㎡ 2,800㎡

1,250㎡

0㎡

1,550㎡

1,300㎡

1,000㎡

行政機能

市民活動機能

共用部・
バックヤード機能

200㎡
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●モデルプラン３ 

現地で庁舎とホール、図書室をまとめて建て替え、保健センターを市民活動施設に 

改修・転用する案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

モデルプラン３の考え方 

【複合施設（４階建て）】 

➢ 北側（国道側）に駐車場・車寄せを配置 

➢ 1 階は、ゆとりあるロビーを設け、屋外広場側

には、図書室等の交流スペースを配置 

➢ 2、3階に行政機能を中心に配置し、３階にホー

ルを配置 

➢ ４階はバックヤードとして利用 

【市民活動施設】 

➢ 保健センターを改修し、市民活動機能（貸室）を

配置 

モデルプラン３に対する市民検

討会の意見・アイデア（一部） 

・保健センターは将来建て替え

の可能性があるのでリノベーシ

ョンしない方が良い。 

・リノベーションは建設コスト的

にも環境的にも良いが、ランニ

ングコストとのバランスが心

配。 

・使いやすい配置になっている。 

・現保健センターは広場に開け

たデザインにしたい。 

機能
市民活動施設
（現保健セン
ター）面積

複合施設
面積

合計 950㎡ 4,350㎡

2,000㎡

650㎡350㎡

1,700㎡50㎡行政機能

市民活動機能

共用部・
バックヤード機能

550㎡
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（３）管理運営プラン 

＜現状＞ 

現在は、施設や建物ごとに管理運営が実施されていますが、施設を集約・複合化するこ

とで管理運営方法を見直し、効果的・効率的なサービスを提供できるよう検討します。 

 

 

 

 

 

＜再整備後＞ 

施設の集約化・複合化を契機に、施設を一体的に管理・運営することで、効率化とサー

ビスの向上を図ります。 

また、統括マネジメントの導入（運営・利用調整、変化への対応、防災・発災時の対応

等）、維持管理の一体化・一括アウトソーシング、貸室の共用化、行政窓口や各種相談等の

ワンストップサービス等を検討します。 

なお、モデルプラン２、モデルプラン３については、建物が分かれることで、設備等も分か

れることから、維持管理業務の一体管理や効率化の面において制約や限界があり、モデル

プラン１と比較して、管理運営費用が増える可能性があります。 

 

 

 

 

  

津久井
総合事務所

津久井
保健センター

津久井
中央公民館

津久井老人
福祉センター

統括       業務

維持管理業務

運営業務

維持管理業務の一体化・一括         

会議室等利用調整、入居部署の変動・ニーズの変化等への対応
防災・発災時の対応、運営への地域参加

貸室の共用化・一体運営行政窓口や各種相談等の
ワンストップサービス

管
理
運
営
見
直
し

施設整備 新施設・一体整備

相模原西      
    急病診療所

津久井地域包括
支援センター

行政窓口や各種相談等の
ワンストップサービス

維持管理業務

運営業務

個別対応 ２施設包括対応

個別対応
現
状

津久井
総合事務所

津久井
保健センター

津久井
中央公民館

津久井老人
福祉センター

相模原西      
    急病診療所

津久井地域包括
支援センター

個別対応

個別対応

個別対応

個別対応

個別対応(賃貸)

個別対応個別対応 個別対応
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（４）概算コスト（工事費・管理運営費） 

モデルプランに対応する概算の工事費と管理運営費は次のとおりです。 

 

 概算工事費 管理運営費 

モデルプラン 1 約 32 億円 約 2.5 億円/年 

モデルプラン 2 約 32 億円 約 2.6 億円/年 

モデルプラン 3 約 30 億円 約 2.6 億円/年 

※概算工事費は、Ｒ４年度相模原市長寿命化単価を使用し、企画設計監理費は８％で試算している。 

※概算工事費には、仮設庁舎の工事費、外構整備費、ＺＥＢ化、建設時の工事ヤード、仮移転に係る費用

は含んでいない。 

※管理運営費は、各施設に要している現在の管理運営費（維持管理費、事業運営費及び人件費）を基に

試算している。 

※管理運営費には、相模原西メディカルセンター急病診療所の運営費は含まない。 
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５ 事業手法の検討                               

（１）想定される手法 

PPP（Public Private Partnership）／PFI（Private Finance Initiative）手法

による民間活力の導入を図るとともに、市民が管理運営に参画し、地域拠点として賑わいの

ある様々なサービスが提供できるような運営体制等を検討します。 

また、近年、事業開始後の事業の変化等にも柔軟に対応できる施設の管理運営が求めら

れており、民間事業者の意見等を確認しつつ、フレキシビリティの高い事業方式を検討します。 

 

＜事業方式の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備手法
直営方式

（設計施工分割発注）
DB

（Design‐Build方式）
DBO

（Design‐Build‐Operate方式）

概要

• 市が設計業務を発注、設計業
務完了後、施工会社を入札等
で選定し、施設整備事業を実
施。

• 整備後の管理運営は、直営も
しくは民間事業者に委託又は
指定管理者制度を導入。

• 総合評価一般競争入札方式
等により、設計・建設を一
括で実施する事業者を選定
し、施設整備事業を実施。

• 整備後の管理運営は、直営
もしくは民間事業者に委託
又は指定管理者制度を導入。

• 設計・建設・管理運営を一
括して実施する事業者を選
定し、事業を実施。

• 資金は市が調達。

事業スキーム
図

施設保有
市 市 市

資金調達
市（基金、補助金、起債、一
般財源）

市（基金、補助金、起債、
一般財源）

市（基金、補助金、起債、一
般財源）

メリット

• 市の意向が十分反映される
• 事業環境の変化に対して、施
設面や管理運営面での対応の
自由度は高い

• 民間企業のノウハウ等によ
る施工を踏まえた設計が可
能

• 事業環境の変化に対して、
施設面や管理運営面での対
応の自由度は高い

• 民間企業のノウハウ等によ
る、管理運営段階まで踏ま
えた設計・施工が可能

デメリット

• 市の財政負担の平準化は達成
し難い

• 民間が保有する設計・施工・
管理運営に関するノウハウ等
が反映し難い

• 施工や管理運営を踏まえた設
計とならない可能性がある

• 市の財政負担の平準化は達
成し難い

• 民間事業者への要求条件を
明確にし、設計モニタリン
グ等を十分行う必要がある

• 管理運営を踏まえた設計・
施工とならない可能性があ
る

• 市の財政負担の平準化は達
成し難い

• 金融機関による民間事業者
への計画段階や実施段階で
のチェックが効かない

市

設計
会社

建設
会社

管理運営
事業者

請負
契約

委託
契約

委託契約
指定管理

市

設計・
建設JV

管理運営
事業者

請負
契約

委託契約
指定管理

市

設計・
建設JV

管理運営
事業者

設立

落札      

基本 協定請負
契約

委託契約
指定管理

※指定管理者制度は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 3項の規定により、公の施設に適用する。 
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整備手法 リース方式

ＰＦＩ
（BTO:サービス購入型）

ＰＦＩ
（BOT:サービス購入型）

概要

• 設計・建設を一括で実施し、
整備された施設を長期にわ
たって市にリースする事業
者を選定し、発注。資金は
民間事業者が調達し、市は
施設整備後、リース料を支
払い。

• 整備後の管理運営は、直営
もしくは民間事業者に委託
又は指定管理者制度を導入。

• 設計・建設・管理運営、及び資金調達を一括して実施する
事業者を選定し、事業を実施。

• 民間事業者は、当該事業を実施するためだけに設立された
特別目的会社（SPC）が資金調達し、設計・建設を一括で実
施。

• 整備後、施設の所有権を市
に移し、整備代金と管理運
営費用等を長期分割支払い。

• 整備後、施設の所有権は民
間事業者が保有したままと
し、市は整備代金と管理運
営費用等を長期分割支払い。

• 整備後の管理運営は、民間事業者に委託又は指定管理者制
度を導入。

事業スキーム
図

施設保有
民間企業（リース会社） 市 特別目的会社 (SPC）

資金調達 民間企業（リース会社） 特別目的会社（SPC） 特別目的会社（SPC）

メリット

• 市の財政負担の平準化が達
成可能

• 民間企業のノウハウ等による、管理運営段階まで踏まえた
設計・施工が可能

• 長期契約に基づく、管理運営水準の維持が可能
• 市の財政負担の平準化が達成可能

• 施設を市の所有とすること
により、事業の安定性が高
まる

• 施設保有のリスクを民間事
業者に移転できる可能性が
ある

デメリット

• 民間事業者への要求条件を
明確にし、設計モニタリン
グ等を十分にする必要があ
る

• 管理運営を踏まえた設計・
施工とならない可能性があ
る

• リース期間中は施設面での
変更の自由度が低い

• 災害リスク等の負担を民間
企業が拒む可能性がある

• 契約が長期間固定されるため、事業環境の変化に対応し難
い

• 民間事業者の調達金利や利益確保のためのコスト等により、
コスト削減メリットが十分とならない可能性がある

• 施設保有のリスクを民間事
業者に移転できない

• 民間事業者の保有に伴う公
租公課等のコストを、市が
負担する必要がある

• 災害リスク等の負担を民間
企業が拒む可能性がある

市

設計・
建設JV

管理運営
事業者

リース会社

定期借 家契約

請負契約

委託契約
指定管理

市

SPC(特別目的会社)

落札      

基本 協定 事業
契約

金融機関

融資契約

直接協定

設立
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（２）ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームにおける意見 

公民連携の更なる推進のため市が設置するＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームにおいて、民

間事業者との対話を実施し、次のとおり意見をいただきました。 

項目 意見 

事業方式に

ついて 

・施設規模や用途を見ると、ＰＦＩやＤＢОが想定される。 

・ＰＰＰ、ＰＦＩを想定するイメージで問題ないと思う。 

・公共施設の一括整備、維持管理で一定のメリットがあると思う。 

・イエローゾーンの話では、災害による施設の破損や維持管理への影響

というところで、リスク対策をどうするか、この部分を民間にリスク

負担させるというのはないと思う。 

民間活力導

入可能性に

ついて 

・駐車場は台数が足りるという認識なのか。民間の収益事業としてそこ

も貸し出すなどの検討も可能ではないかと思う。 

・地域外から来る人向けの施設、キャンプやサイクリング利用者が着替

えたり汗を拭いたりできるような施設があったら良い。 

・付加価値機能は十分検討の余地はあると思うが、事業として検討する

に当たっては、将来人口推計のデータを出していただいて、利用者数

を見込んだり、リスク分担も明確にしてほしい。 

・窓口対応のウェブ化で規模を縮小させて、空いた土地を貸し出し活性

化につなげることも考えられると思う。 

環境、エネ

ルギーシス

テムについ

て 

・ＺＥＢ化の話も出ているが、この施設規模だと、事業費30億円という

金額はなかなか厳しい数字かなというのが正直な印象で、もう少し予

算面でも検討いただきたい。 

・災害に強い施設という面では、再生可能エネルギーの活用、あるいは

自家発電、そうしたものを取り込んではどうか。 

・再編施設と隣接する小中学校に太陽光発電を整備して、融通しあうよ

うなことも考えられるのではないかと思う。 

災害対策に

ついて 

・災害対策の解決策としては、擁壁を置くというもので実際に行ってい

るところもあるが、小規模な山への対策で、２～３ｍ程度の擁壁にな

るものである。 

・イエローゾーンを外して施設配置したとしても物流面での影響は残

ると思うので、例えばヘリポートの設置やドローンの活用を検討して

はどうか。 

設計関連に

ついて 

・市民検討会の意見と案のイメージに関しては、いわゆる設計段階で十

分に検討すれば良い案が出てくると思う。 

・津久井産材を活用するような提案を貰えれば良いと思う。 

・地域の木材活用に対して林野庁の補助メニューがあるという話を聞

いている。木造で建てる事業の規制が緩和されているので整備しやす

いのではないか。 

・モデルプラン１の事業内容だと、施設維持管理コストは、一つの建物

にするということで軽減が図られると思う。 
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Ⅴ．今後のスケジュール等                            

１ 想定スケジュール                              

基本構想策定後、速やかに基本計画の策定に向けて着手します。 

基本計画において事業手法を含めた事業計画をまとめたのち、令和７年度以降、事業者

選定を行い、設計・工事を経て、令和 11 年度の供用開始を目指します。 

なお、各段階に応じた市民対話を重ねるなど、引き続き、市民意見を伺いながら、検討を

進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の進め方の留意点                            

基本計画においては、効率的かつ効果的な管理運営方法と、そうした管理運営と持続可

能で質の高い施設整備を可能とするような、民間活力導入を含むさまざまな事業手法を検

討し、整備パターンの絞り込みを行います。 

なお、絞り込みに当たっては、今回の概算コストの試算において見込んでいない、仮設庁

舎に係る工事費等、工事中の影響を含めた評価・検討を行います。 

また、必要諸室の数や規模の設定、複合施設における各施設の開館時間や休館日などの

設定、諸室の共用化における運営ルール、施設や事業の運営に市民が積極的に関わってい

くことができる仕組みなど、利用実態や将来変化に応じた適切な事業計画の詳細を検討して

いきます。 
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１ 市民検討会における検討                           

（１）構成 

学識経験者 芝浦工業大学建築学部建築学科 

志村  秀明  教授 

東京都立大学都市環境学部都市政策科学科 

朝日 ちさと 教授 

関係団体からの推薦者 津久井地区まちづくり会議（２） 

津久井地区自治会連合会（２） 

津久井地域商工会連絡協議会（１） 

津久井青年会議所（１） 

津久井地区社会福祉協議会（１） 

津久井地区老人クラブ連合会（１） 

ＰＴＡ連絡協議会津久井ブロック（１） 

津久井高等学校（６） 

津久井中央公民館運営協議会（１）  

公募市民（４） 

※（ ）内の数字は人数 

 

（２）検討経過 

回数 開催日 主な検討内容 

第１回 令和４年９月３日 
【テーマ】目標を共有しよう！ 

市民検討会の目的の共有 

第２回 令和４年 10 月 15 日 
【テーマ】新しい施設の場所を考えよう！ 

候補となる敷地のメリット・デメリットの検討 

第３回 令和４年 11 月 12 日 

【テーマ】新しい施設の導入機能を考えよう！ 

新しい施設に導入したい機能の具体的な内容や

配慮すべきことを検討 

第４回 令和４年 12 月 10 日 
【テーマ】新しい施設の導入機能を深めよう！ 

第３回で各グループが検討した案を全員で検討 

第５回 令和５年２月 18 日 
【テーマ】市民検討会の案を確認しよう！ 

これまでの意見を踏まえた３つの案の検討 

 

（３）検討の詳細内容 

市民検討会通信（Ｐ６０～７９）を御覧下さい。 
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津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想策定に係る市民検討会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想の策定に向けた検討を

行うことを目的として設置する津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想策定に係る

市民検討会(以下「市民検討会」という。)の組織、運営等について定めるものとする。  

（所掌事項） 

第２条 市民検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）津久井総合事務所周辺公共施設再整備に向けた導入機能等の検討に関すること。 

（２）その他津久井総合事務所周辺公共施設再整備に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 市民検討会は、別表に掲げる者をもって構成する。  

２ 委員の任期は、令和５年９月３０日までとする。ただし、検討状況等を勘案し、市長が

必要と認める場合は、１年を限度として延長することができる。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長） 

第４条 市民検討会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、市民検討会の会議の議長となる。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 市民検討会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

（秘密の保持） 

第６条 委員は、会議運営上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、また、

同様とする。 

（庶務） 

第７条 市民検討会の庶務は、事務所管課で担当する。  

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。    

附 則 

１ この要綱は、令和４年６月１７日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に行われる市民検討会は、第５条第１項の規定にかかわらず、市

長が招集する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月７日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

団体名等 人数 

津久井地区まちづくり会議 ２名 

津久井地区自治会連合会 ２名 

津久井地域商工会連絡協議会 １名 

津久井青年会議所 １名 

津久井地区社会福祉協議会 １名 

津久井地区老人クラブ連合会 １名 

ＰＴＡ連絡協議会津久井ブロック １名 

津久井高等学校 ６名 

津久井中央公民館運営協議会 １名 

公募市民 ４名 

学識経験者 ２名 
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２ 庁内における検討                              

（１）連絡調整会議 

 ア 構成 

   政策課長、ＤＸ推進課長、人事・給与課長、公共建築課長、危機管理課長、区 

政推進課長、健康福祉総務室長、地域包括ケア推進課長、高齢・障害者福祉課長、

津久井高齢・障害者相談課長、医療政策課長、こども・若者政策課長、保育課長、

地域経済政策課長、都市建設総務室長、学校施設課長、生涯学習課長、農業委員会

事務局長兼次長、津久井まちづくりセンター所長、アセットマネジメント推進課

長、緑区役所区政策課長（座長） 

 

イ 検討経過 

回数 開催日 主な内容 

第１回 令和４年８月２日 
・これまでの取組経過について 

・基本構想策定の検討内容・検討体制、スケジ

ュールについて 

第２回 令和４年 10 月３日 ・再整備候補地について 

第３回 令和５年２月２日 
・市民検討会及び庁内検討を踏まえて市で整

理した案について 

 

（２）担当者ワーキンググループ 

  ア 構成 

 政策課、公共建築課、危機管理課、地域包括ケア推進課、津久井高齢・障害者相

談課、医療政策課、保育課、生涯学習課、津久井まちづくりセンター、アセットマ

ネジメント推進課、緑区役所区政策課（事務局）の担当者 

 

  イ 検討経過 

回数 開催日 主な内容 

第１回 令和４年８月 25 日 

・これまでの取組経過について 

・基本構想の策定に向けた取組について 

・対象施設、候補地、施設規模について 

第２回 令和４年９月 27 日 ・再整備候補地について 

第３回 令和４年 11 月 17 日 

・整備パターンについて 

・導入機能の検討に向けた、諸室利用実態調査

結果・施設規模試算イメージに対する意見

調査結果の共有 
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第４回 令和４年 12 月 26 日 

・基本構想の構成案の共有 

・整備パターン、施設規模試算イメージに対す

る意見調査結果の共有 

・機能構成プログラムによる導入機能の検討 

第５回 令和５年１月 23 日 
・市民検討会及び庁内検討を踏まえて市で整

理した案について 
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津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想策定に係る連絡調整会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 津久井総合事務所周辺の公共施設再整備基本構想策定に関する検討及び連絡調整等

を行うための庁内組織として、津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想策定に係る

連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 連絡調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）津久井総合事務所周辺の公共施設再整備基本構想策定に関する検討及び連絡調整に関

すること。 

（２）その他津久井総合事務所周辺の公共施設再整備に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 連絡調整会議の座長は、緑区役所区政策課長をもって充てる。 

３ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名した者が、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第４条 連絡調整会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 座長は、必要に応じて関係職員を連絡調整会議に出席させることができる。 

（ワーキンググループ） 

第５条 連絡調整会議の円滑な運営を図るため、ワーキンググループを設置することができ

る。 

２ ワーキンググループは、別表に掲げる構成員が指名する者をもって組織する。 

（庶務） 

第６条 連絡調整会議及びワーキンググループの庶務は、緑区役所区政策課で処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。    

附 則 

 この要綱は、令和４年７月２２日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

政策課長 

ＤＸ推進課長 

人事・給与課長 

公共建築課長 

危機管理課長 

区政推進課長 

健康福祉総務室長 

地域包括ケア推進課長 

高齢・障害者福祉課長 

津久井高齢・障害者相談課長 

医療政策課長 

こども・若者政策課長 

保育課長 

地域経済政策課長 

都市建設総務室長 

学校施設課長 

生涯学習課長 

農業委員会事務局長兼次長 

緑区役所区政策課長 

津久井まちづくりセンター所長 

アセットマネジメント推進課長 
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３ 市民検討会における検討まとめ（市民検討会通信）               

 

第１回市民検討会 
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第２回市民検討会 
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第３回市民検討会 
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第４回市民検討会 
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第５回市民検討会 
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４ パブリックコメントの概要                          

  市民検討会等の成果等を踏まえ、津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想を

策定するに当たり、市民の皆様からの御意見を募集しました。 

 

（１）意見募集の概要 

・募集期間  令和５年７月１日（土）～令和５年７月３１日（月） 

・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 

・周知方法  市ホームページ、広報さがみはら、窓口等への配架 

 ※ 資料の配架場所 

緑区役所区政策課、各行政資料コーナー、各まちづくりセンター（城山・橋本・

中央６地区・大野南まちづくりセンターを除く）、各出張所、各公民館（星が丘・

沢井公民館を除く）、各図書館、市立公文書館、津久井保健センター 

 

（２）結果 

ア 意見の提出方法 

 

 

 

 

 

 

 

イ 意見に対する本市の考え方の区分 

   ア：計画案等に意見を反映するもの 

   イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 

   ウ：今後の参考とするもの 

   エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など） 

 

  ウ 件数と本市の考え方の区分 

項 目 件数 
市の考え方の区分 

ア イ ウ エ 

① 導入機能 ７ ０ ２ ５ ０ 

② 新たな施設の整備方針 ９ ０ ０ ９ ０ 

③ その他 ４ ０ ０ ２ ２ 

合 計 ２０ ０ ２ １６ ２ 

 

  

意見数 １０人（２０件） 

内 

訳 

直接持参 ４人（６件） 

郵送 ２人（５件） 

ファクス ４人（９件） 

電子メール 人（ 件） 
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５ オープンハウス型説明会の概要                        

市民検討会での意見等を踏まえ、とりまとめた基本構想（案）の内容について、地域

の施設において、パネル展示などによる説明やパブリックコメントにより意見募集を

行っている旨の周知を行いました。 

  

開催時期・場所等 

※パネルは、パブリックコメント実施期間中、上記オープンハウス型説明会開催日を

除き、津久井総合事務所及び津久井中央公民館に展示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 時間 場所 参加者数 

令和５年７月 ７日（金） 

午前１０時 

～午後３時 

津久井総合事務所 

１階ロビースペース 

３６７人 

令和５年７月 ８日（土） 
津久井中央公民館 

１階ホワイエ前 

令和５年７月 ９日(日) 
ダイエー津久井店 

店舗正面スペース 
令和５年７月１４日（金） 
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